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第２２９回三重県開発審査会 審議概要 

令和４年 ２月１８日（金）１４時００分～     三重県勤労者福祉会館 研修室 

  

  三 重 県 

  (事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

 三 重 県 

  (事務局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会  長 

 

 

 

 

 委  員 

 

 会  長 

 

 

 委員の皆様におかれましては、お寒い中、ご出席いただき誠にありがとうご

ざいます。 

 新型コロナ感染症対策としまして、三重県では、会議を開催する場合は、「

県主催のイベントの開催基準」に則り、感染防止に配慮しながら、人数を絞っ

て、審査会を実施しているところです。 

また、マスクをしたままでの発言、常時換気等感染予防をしながらすすめて

まいりますので、ご理解、ご協力お願い申し上げます。 

 

【～委員改選の報告と自己紹介～】 

次に開催に先立ちまして、委員の改選のご報告をさせていただきます。 

令和３年９月１３日をもちまして、１名の委員が辞任され、同月１４日をも

ちまして１名の委員にご就任いただきました。 

ここで、新たな委員からご発言いただきたいと存じます。 

それでは、お願いします。 

 

（新委員のあいさつ） 

 

 それでは、審議に入ることになりますが、三重県開発審査会条例第４条第２

項の規定に基づき、会長及び３人以上の委員が出席しなければ会議を開くこと

ができないとされています。本日は１人欠席されていますが、会長及び５人が

出席されていますので、本日の審査会は成立することを報告させていただきま

す。          

  

本日ご審議いただきますのは包括議決案件が三重県１８件、津市１９件、松

阪市３８件、桑名市１２件、鈴鹿市３７件です。本審査案件は３件です。 

 

審議については、「三重県開発審査会の公開に関する方針」により、包括議

決案件は公開、本審査案件は、３件とも個人情報あるいは法人の利益に関する

情報が含まれることから、非公開となります。 

 

なお、本日の傍聴者は、お見えにならないということを報告させていただき

ます。 

 

 それでは、条例第４条第１項に基づき、会長が議長となるとされていますの

で、ここからの議事進行を会長にお願いしたいと思います。会長、よろしくお

願いいたします。 

 

 まず、前回、第２２８回開発審査会の議事録及び審議概要のご確認をお願い

します。 

 事前にご確認いただいているかと思いますが、なにか修正等はございます

でしょうか。 

 

 ないです。 

 

 それでは、これにて第２２８回開発審査会の議事録及び審議概要を確定した

いと存じます。 
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三 重 県 

  (処分庁) 

 

会  長 

 

 委  員 

 

 会  長 

 

  津  市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

会  長 

 

  松 阪 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

会  長 

 

  桑 名 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

会  長 

 

  鈴 鹿 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

 会  長 

 

 

次に包括議決案件について、まずは三重県分から説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 １８件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

 それでは、次に津市分の説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 １９件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

 それでは、次に松阪市分の説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 ３８件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

それでは、次に桑名市分の説明をお願いします。 

 

 （包括議決案件 １２件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（・・・・・・・・・） 

 

 それでは、次に鈴鹿市分の説明をお願いします。 

 

（包括議決案件 ３７件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

 それでは、三重県１８件、津市１９件、松阪市３８件、桑名市１２件、鈴鹿

市３７件の包括議決案件の報告を終了します。 
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＊これより先は、本審査案件の審議であり、第２２９回三重県開発審査会の本審査案件は、

個人及び法人の許可申請に係る妥当性及び適合性を審査するもので、個人情報及び法人の

利益に関する情報が含まれる事項について取り扱うものであることから、三重県情報公開

条例第２７条第１号の規定に基づき、非公開として取り扱っています。 

  ※都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発行為許可申請に関する議案 

・申請地：三重郡菰野町内 

・建築物の用途：第二種動物取扱業者飼養施設（動物保護施設） 

・主な意見や質問は、次のとおりでした。 

       意見や質問はありませんでした。 

 

  ※都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発行為許可申請に関する議案 

・申請地：桑名市内 

・建築物の用途：物流倉庫（大規模な流通業務施設） 

・主な意見や質問は、次のとおりでした。 

       従業員用駐車場の位置について 

            

  ※都市計画法第４３条第１項の規定に基づく建築行為許可申請に関する議案 
・申請地：鈴鹿市内 

・建築物の用途：工場 

・主な意見や質問は、次のとおりでした。 

       火災が発生した場合の周辺への延焼について 

        

 

 

 


